
1.当商品の引受保険会社は〈共栄火災海上保険株式会社〉です。 2.当商品は、預金保険制度の対象ではありません。 3.当商品は、預金と異なり元本の保証はありません。
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「̝γχΞαϙʔλʔ」は、ඪ準ই害保険ஂମই害保険੍度のѪশです。
˔本ඪ準ই害保険ஂମই害保険੍度は、γχΞαϙʔλʔ੍度ઐ用料をద用しています。
˔このύϯϑϨットはඪ準ই害保険の֓要をઆ し໌たものです。ごෆ໌なにつきましては、औѻ代理ళまたは共ӫՐࡂまでおい合わせ͘ ださい。
˔ඪ準ই害保険は、༬金ではな͘ 、༬金保険の対象ではありません。
˔このஂମই害保険契約の加入おਃࠐみの有無が、औѻ金༥ػ関とのその他のऔҾにӨڹを༩えることはありません。
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⾣͝Ճೖίʔε

έΨにඋ͑Δই保険「 はɺ
ۚडऀڅのօ༷に͔֬ͳ҆৺をごఏڙし·͢。

͝Ճೖίʔε

保
険
金
額

ɹؒ
อݥྉ

119.5ສԁ
119.5ສԁ
2,300ԁ
240ສԁ
3,000ສԁ
2,000ສԁ

119.5ສԁ
119.5ສԁ
2,300ԁ
240ສԁ
3,000ສԁ

1ԯԁ
10ສԁ
300ສԁ

ඪ४ίーε サϙーτίーε

17,000ԁ 22,330ԁ

1 �

※lఱ災補償ありzは、「ఱ災補償特約」が傷害補償部分である「傷害死亡保険金」、「傷害後Ҩ障害保険金」、「傷害一時金」、「傷害հ護保険金」に適用と
なり、もしくは火またはこれらによるによるケガを補償します。lサϙートコースzは、「中補償特約」が「傷害後Ҩ障害保険金」、「傷害
一時金」に適用されます。

17,940ԁ 23,270ԁ

ఱิࡂঈ
ͳɹ͠

ఱิࡂঈ
͋ɹΓ

͜ΜͳときにอۚݥΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

ইհޢอۚݥ

ඃิނࣄঈอۚݥ

ݥਓഛঈอݸ （ۚ示談ަবサーϏε付ଳ）

ͻきಀ͛されࢮした。 ௨ΓຐのඃにΑΓೖӃした。

ࣗసंで௨ߦ人に
έΨをさͤてし·った。

ަ௨ނࣄにΑΓޙҨোがੜ͡
৸たきΓとなってし·った。

Λશͯຬ߲ͨ͢�هͱɺԼނࣄવͳ֎དྷͷۮ͔ܹͭٸ˞
ɹ߹Λ͍͍·͢ɻ

ಥൃతにൃੜし、事͔ނΒέΨまでのؒにؒ࣌తִ͕ؒないこͱ

事ൃނੜ͕༧できない、意ࢥに͔ͮجないもの
体の֎෦͔Βの࡞༻によるもの֎དྷੑ

વੑۮ
ੑܹٸ

日মけ、中、Թやけど、しもやけ、くつずれ、ΞレルΪー性ൽෘԌ、
ർ࿑ંࠎ、ᡲৌԌ、ຫ性の関અԌ、ڽݞり、テχスග、ݞٿ、ຫ性ർ࿑・
࣬、௧（反෮性の原因によるもの）ے පなどは「ܹٸかつ偶વな外དྷの
事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。

上ه�項に֘しͳいྫ

日本ࠃɾࠃ֎ΛΘͣɺۮ͔ܹͭٸવͳ֎དྷͷނࣄ˞ʹΑΓඃ保険 ʢऀ保険ͷิঈΛड͚ΒΕΔํʣ͕ έΨΛ
͞Εͨͱ͖ʹ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

ইࢮอݥ ɾۚইޙҨোอݥ ɾۚইҰۚ࣌

ंにはͶられてέΨをした。 ࣗసंとͿͭかってέΨをした。 ֊ஈからམͪてέΨをした。༵େでέΨをした。

ʮ˞ޙҨোʹΑΔཁհޢঢ়ଶʯͱɺऴबচ͓ͯ͠
Γɺ͔ ͭɺาߦͷ͓ࡍΑͼ৯ࣄɺഉͤͭɺೖཋɺҥͷ
ணͷ͍ͣΕ͔ͷߦҝͷࡍʹɺิ ॿ༻۩Λ༻͍ͯ
ৗʹଞਓͷհ͕ޢඞཁͳঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ

ඃ事ނ（ͻ͖ಀ͛ɺ௨ΓຐɺετーΧー等）にΑΓέΨを
さΕた߹͓くͳΓにͳͬた߹にɺྍ࣏අɺۀٳଛ
ͳͲのֹۚをɺॴఆのํ๏にΑɺҳࣦརӹɺਫ਼ਆతଛ
Γࢉग़し保険ۚͱして͓ࢧいし·͢。ただしɺՃऀͳ
Ͳ͔Βಘたഛঈ֤ۚछ๏ྩ等にͮجくڅۚͳͲ͕
͋Δ߹にはɺͦ のֹをࠩしҾいて͓ࢧいし·͢。

事ނにΑΔέΨ͕ͱͰޙҨো͕ੜ͡ɺ͔ つɺ
৸た͖ΓͱͳΓɺৗにଞਓのհ͕ޢඞཁͳঢ়ଶ
（ʮޙҨোにΑΔཁհޢঢ়ଶʯ˞）ͱͳͬた߹
にɺҩࢣのஅにΑΓհ͕ޢඞཁͱೝΊΒΕΔ
。͢·いしࢧதɺऴにΘたΓ保険ۚを͓ؒظ

ඃ害ิނࣄঈ保険্ۚهͷʮۮ͔ܹͭٸવͳ֎དྷͷނࣄ
ʹΑΔέΨʯͷ保険ۚͱผʹ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

ఱࡂʹΑΔ
έΨ

“天災補償あり”に
͝Ճೖの߹

ঈ�ͳ͠�͔Β͓બͼ͍ͩ͘͞ɻิࡂঈ�͋Γ�ɾఱิࡂͷ�ͭͷίʔεͷఱ࣍
にΑΓ倒れたՈ۩でέΨをした。

ϓϥε

●シニアサポーターは、ิ ঈ։࢝࣌点でඃ保険 （ऀ保険のิঈをड͚ΒΕるํ）ごຊਓのྸ͕ຬࡀ��ະຬ
のํにご加入いただ͚ます。（ຬࡀ��Ҏ্のํはご加入いただ͚ません。）

●ご契約は、ୀのお申しग़͕ないݶり、ิ ঈऴྃ࣌点でのඃ保険ऀごຊਓのྸ͕ຬࡀ��までࣗಈతに
。ଓさΕますܧ

●保険ྉは ・ྸ৬ۀ・ੑ ผを問わずҰです。
●ご加入のࡍの݈߁அのडや݈߁ঢ়ଶのࠂは必要ありません。
●保険ྉはごࢦ定の࠲ޱ（ۚड࠲ޱڅ）͔ ΒҾきམͱしさせていただきますので、お申込み࣌にۚݱを༻意
するこͱなくご契約いただ͚ます。

؆୯ͳखଓ͖

͝Ճೖ
͍͚ͨͩΔํ

͞·͟·ͳ事故によるέΨΛ
Θͣ24時֎ࠃɺࠃ ・ؒ3�5日
ิঈ͠·͢ɻ

が（日ܭ入Ӄ・௨Ӄの合）日ྍ࣏
5日Ҏ上にͳれέΨの༰によっ
てইҰ時金Λ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

ʠఱิࡂঈ͋Γʡにご加入の場合に
ɺ͘͠Ր·たこれΒに
よるによるέΨΛิঈ͠·͢ɻ

日ຊࠃに͓͚るഛঈ事故につい
てɺࣔ ஊަবαーϏε（ࣔஊ
が受͚Βれ·͢ɻ（ߦ

日が5日ະ満の場合Ͱྍ࣏
ইҰ時金ֹΛ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

έΨのޙҨোͰཁհޢঢ়ଶ͔つɺ
৸た͖Γͱͳったͱ͖ɺऴにΘた
って保険金Λ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

ଟくの҆৺ϙΠϯτ

ই 害 ࢮ  保 険 ۚ

ই 害 一 ࣌ ۚ

ই害հޢ保険 （ۚ年ֹ）

ඃ害ิނࣄঈ保険ۚ

ห࢜ޢ૬ஊඅ༻保険ۚ

がଞ人にかΈͭいてݘࣂ
έΨをさͤてし·った。

6

ͳͲにΑંࠎ● てͬഎࠎ（ப）にੜ͡たޙҨো（பのมܗোɺபのӡಈো·たはਆܥܦ౷のো）にରしてはɺୈڃ�
Ҏ上（ୈ̍ 。い͢Δಛ約Ͱ͢ࢧ保険ۚを͓Ҩোޙに֘した߹のΈɺ（ڃʙୈ̏ڃ

（˞）എࠎ（ப）Ҏ֎に生͡たޙҨো害にରしては、ୈ̍ 。までิঈしますڃ��ʙୈڃ

ইޙҨোอۚݥʹɺபͷมܗʹؔ͢ΔޙҨোݶڃఆʢୈڃ�Ҏ্ʣิ ঈಛ͕ଳ͞Ε·͢ɻ

1
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

2
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

3
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

4
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

5
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

6
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

ඪ४ίーε サϙーτίーε

人ഛঈ保険ۚݸ
（ࣔஊަবサーϏスଳ）

ই害ޙҨো害保険ۚ
（பޙҨো害ڃ�Ҏ্）

ห࢜ޢҕඅ༻保険ۚ
（�ෛ୲ׂ合�0ݾࣗ）

※共栄火災のࠓ後の傷害保険金のお支払状況等によって、加入できる上限年齢を引上げまたは引Լげさせていただく場合があります。



⾣͝Ճೖίʔε

έΨにඋ͑Δই保険「ɹɹɹɹɹɹɹɹ��ɹ�����」はɺ
ۚडऀڅのօ༷に͔֬ͳ҆৺をごఏڙし·͢。

͝Ճೖίʔε

保
険
金
額

ɹؒ
อݥྉ

119.5ສԁ
119.5ສԁ
2,300ԁ
240ສԁ
3,000ສԁ
2,000ສԁ

119.5ສԁ
119.5ສԁ
2,300ԁ
240ສԁ
3,000ສԁ

1ԯԁ
10ສԁ
300ສԁ

ඪ४ίーε サϙーτίーε

17,000ԁ 22,330ԁ

1 �

※lఱ災補償ありzは、「ఱ災補償特約」が傷害補償部分である「傷害死亡保険金」、「傷害後Ҩ障害保険金」、「傷害一時金」、「傷害հ護保険金」に適用と
なり、もしくは火またはこれらによるによるケガを補償します。lサϙートコースzは、「中補償特約」が「傷害後Ҩ障害保険金」、「傷害
一時金」に適用されます。

17,940ԁ 23,270ԁ

ఱิࡂঈ
ͳɹ͠

ఱิࡂঈ
͋ɹΓ

͜ΜͳときにอۚݥΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

ইհޢอۚݥ

ඃิނࣄঈอۚݥ

ݥਓഛঈอݸ （ۚ示談ަবサーϏε付ଳ）

ͻきಀ͛されࢮした。 ௨ΓຐのඃにΑΓೖӃした。

ࣗసंで௨ߦ人に
έΨをさͤてし·った。

ަ௨ނࣄにΑΓޙҨোがੜ͡
৸たきΓとなってし·った。

Λશͯຬ߲ͨ͢�هͱɺԼނࣄવͳ֎དྷͷۮ͔ܹͭٸ˞
ɹ߹Λ͍͍·͢ɻ

ಥൃతにൃੜし、事͔ނΒέΨまでのؒにؒ࣌తִ͕ؒないこͱ

事ൃނੜ͕༧できない、意ࢥに͔ͮجないもの
体の֎෦͔Βの࡞༻によるもの֎དྷੑ

વੑۮ
ੑܹٸ

日মけ、中、Թやけど、しもやけ、くつずれ、ΞレルΪー性ൽෘԌ、
ർ࿑ંࠎ、ᡲৌԌ、ຫ性の関અԌ、ڽݞり、テχスග、ݞٿ、ຫ性ർ࿑・
࣬、௧（反෮性の原因によるもの）ے පなどは「ܹٸかつ偶વな外དྷの
事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。

上ه�項に֘しͳいྫ

日本ࠃɾࠃ֎ΛΘͣɺۮ͔ܹͭٸવͳ֎དྷͷނࣄ˞ʹΑΓඃ保険 ʢऀ保険ͷิঈΛड͚ΒΕΔํʣ͕ έΨΛ
͞Εͨͱ͖ʹ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

ইࢮอݥ ɾۚইޙҨোอݥ ɾۚইҰۚ࣌

ंにはͶられてέΨをした。 ࣗసंとͿͭかってέΨをした。 ֊ஈからམͪてέΨをした。༵େでέΨをした。

ʮ˞ޙҨোʹΑΔཁհޢঢ়ଶʯͱɺऴबচ͓ͯ͠
Γɺ͔ ͭɺาߦͷ͓ࡍΑͼ৯ࣄɺഉͤͭɺೖཋɺҥͷ
ணͷ͍ͣΕ͔ͷߦҝͷࡍʹɺิ ॿ༻۩Λ༻͍ͯ
ৗʹଞਓͷհ͕ޢඞཁͳঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ

ඃ事ނ（ͻ͖ಀ͛ɺ௨ΓຐɺετーΧー等）にΑΓέΨを
さΕた߹͓くͳΓにͳͬた߹にɺྍ࣏අɺۀٳଛ
ͳͲのֹۚをɺॴఆのํ๏にΑɺҳࣦརӹɺਫ਼ਆతଛ
Γࢉग़し保険ۚͱして͓ࢧいし·͢。ただしɺՃऀͳ
Ͳ͔Βಘたഛঈ֤ۚछ๏ྩ等にͮجくڅۚͳͲ͕
͋Δ߹にはɺͦ のֹをࠩしҾいて͓ࢧいし·͢。

事ނにΑΔέΨ͕ͱͰޙҨো͕ੜ͡ɺ͔ つɺ
৸た͖ΓͱͳΓɺৗにଞਓのհ͕ޢඞཁͳঢ়ଶ
（ʮޙҨোにΑΔཁհޢঢ়ଶʯ˞）ͱͳͬた߹
にɺҩࢣのஅにΑΓհ͕ޢඞཁͱೝΊΒΕΔ
。͢·いしࢧதɺऴにΘたΓ保険ۚを͓ؒظ

ඃ害ิނࣄঈ保険্ۚهͷʮۮ͔ܹͭٸવͳ֎དྷͷނࣄ
ʹΑΔέΨʯͷ保険ۚͱผʹ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

ఱࡂʹΑΔ
έΨ

“天災補償あり”に
͝Ճೖの߹

ঈ�ͳ͠�͔Β͓બͼ͍ͩ͘͞ɻิࡂঈ�͋Γ�ɾఱิࡂͷ�ͭͷίʔεͷఱ࣍
にΑΓ倒れたՈ۩でέΨをした。

ϓϥε

●シニアサポーターは、ิ ঈ։࢝࣌点でඃ保険 （ऀ保険のิঈをड͚ΒΕるํ）ごຊਓのྸ͕ຬࡀ��ະຬ
のํにご加入いただ͚ます。（ຬࡀ��Ҏ্のํはご加入いただ͚ません。）

●ご契約は、ୀのお申しग़͕ないݶり、ิ ঈऴྃ࣌点でのඃ保険ऀごຊਓのྸ͕ຬࡀ��までࣗಈతに
。ଓさΕますܧ

●保険ྉは ・ྸ৬ۀ・ੑ ผを問わずҰです。
●ご加入のࡍの݈߁அのडや݈߁ঢ়ଶのࠂは必要ありません。
●保険ྉはごࢦ定の࠲ޱ（ۚड࠲ޱڅ）͔ ΒҾきམͱしさせていただきますので、お申込み࣌にۚݱを༻意
するこͱなくご契約いただ͚ます。

؆୯ͳखଓ͖

͝Ճೖ
͍͚ͨͩΔํ

͞·͟·ͳ事故によるέΨΛ
Θͣ24時֎ࠃɺࠃ ・ؒ3�5日
ิঈ͠·͢ɻ

が（日ܭ入Ӄ・௨Ӄの合）日ྍ࣏
5日Ҏ上にͳれέΨの༰によっ
てইҰ時金Λ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

ʠఱิࡂঈ͋Γʡにご加入の場合に
ɺ͘͠Ր·たこれΒに
よるによるέΨΛิঈ͠·͢ɻ

日ຊࠃに͓͚るഛঈ事故につい
てɺࣔ ஊަবαーϏε（ࣔஊ
が受͚Βれ·͢ɻ（ߦ

日が5日ະ満の場合Ͱྍ࣏
ইҰ時金ֹΛ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

έΨのޙҨোͰཁհޢঢ়ଶ͔つɺ
৸た͖Γͱͳったͱ͖ɺऴにΘた
って保険金Λ͓ࢧ払い͠·͢ɻ

ଟくの҆৺ϙΠϯτ

ই 害 ࢮ  保 険 ۚ

ই 害 一 ࣌ ۚ

ই害հޢ保険 （ۚ年ֹ）

ඃ害ิނࣄঈ保険ۚ

ห࢜ޢ૬ஊඅ༻保険ۚ

がଞ人にかΈͭいてݘࣂ
έΨをさͤてし·った。

௨ΓຐのඃにΑΓೖӃした。

6

ͳͲにΑંࠎ● てͬഎࠎ（ப）にੜ͡たޙҨো（பのมܗোɺபのӡಈো·たはਆܥܦ౷のো）にରしてはɺୈڃ�
Ҏ上（ୈ̍ 。い͢Δಛ約Ͱ͢ࢧ保険ۚを͓Ҩোޙに֘した߹のΈɺ（ڃʙୈ̏ڃ

（˞）എࠎ（ப）Ҏ֎に生͡たޙҨো害にରしては、ୈ̍ 。までิঈしますڃ��ʙୈڃ

ইޙҨোอۚݥʹɺபͷมܗʹؔ͢ΔޙҨোݶڃఆʢୈڃ�Ҏ্ʣิ ঈಛ͕ଳ͞Ε·͢ɻ

1
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

2
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

3
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

4
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

5
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

6
҆৺ͷ
ϙΠϯτ

ඪ४ίーε サϙーτίーε

人ഛঈ保険ۚݸ
（ࣔஊަবサーϏスଳ）

ই害ޙҨো害保険ۚ
（பޙҨো害ڃ�Ҏ্）

ห࢜ޢҕඅ༻保険ۚ
（�ෛ୲ׂ合�0ݾࣗ）

※共栄火災のࠓ後の傷害保険金のお支払状況等によって、加入できる上限年齢を引上げまたは引Լげさせていただく場合があります。



� �

※5日目の入Ӄ・通Ӄが、事故の日からその日を含めて180日以内の場
合に限ります。

ೖӃ·ͨ௨Ӄͷ߹͕ܭ�日Ҏ্�日ະຬͷ߹ɺ
ই害一ֹۚ࣌ͷ�ഒΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

˞h ইҰࢧۚ࣌ಛʹ͓͚Δʮૈࠎ ΐ͠͏ ʹΑΔંࠎʯͷऔѻ͍ʱ
༩している場合でも、急ܹかつ偶دがڹしΐうのӨૈࠎの原因にંࠎ
વな外དྷの事故によるંࠎであれ、ই害一時金については通常どおり
保険金をお支払いします。ただし、ંࠎの原因がもっͺらૈࠎしΐうに
よる場合（例え、৸ฦりをうったらંࠎした、าいていただけでࠎがં
れた、など）は、࣬ 病に基づ ࠎ͘ とંして保険金をお支払いできません。

1

2

3

ইҰۚ࣌のಛ

保険金の͓ࢧ͍ྫ

ഒࢧ ഒ2,300ԁ 172,500ԁの͓ࢧ͍75ʷ ʹ

（注1）上表の身ମの部Ґは、ࣾ ձ通೦上の用法および医学一ൠ上の基準をߟࢀに定します。
ʪ例ʫᶃ中手（）ࢦઅ関અよりઌの部を「手（）ࢦ」としてऔѻいます。  ᶄࠎは「上ࢶ（手ࢦを除͘ ）」としてऔѻいます。  

ᶅ下部は「ڳ部」としてऔѻいます。
（注2）Ҏ下の（1）から（6）までの部Ґのうͪ 3部ҐҎ上にわたるইをいいます。

（1）಄部　（2）إ໘部（؟およびࣃէを除͘ ）　（3）ᰍ部　（4）ڳ部、ෲ部、എ部、ࠊ部またはᢈ部　（5）ݞ部を含Ή上（6）　ࢶ下ࢶ

ඪ४ίʔε ఱิࡂঈͳ͠
˰ ই害一ۚ࣌����ԁͷ߹

ひざを骨折し、5日以上通院

入Ӄ·ͨ௨Ӄͨ͠ྍ࣏の߹͕ܭ�Ҏ্˞ͱ
ͳͬͨ߹ʹɺέΨの内容ʹΑͬͯইҰۚ࣌
ֹʹԼࢧهഒදのॴఆのഒ（��ഒʙ���
ഒ）Λֹͨ͡Λอۚݥͱ͓ͯ͠ࢧ͍͠·͢ɻ

ΐ͏͠ૈࠎɺ͍ͯͭʹંࠎ のطԟ͕͋
ͬͨ߹Ͱɺͦ のӨڹΛྀͣͤߟʹอۚݥΛ
͍͠·͢ɻࢧ͓

͍Ͱ͖·͢ͷࢧΛͨͣʹ保険ۚΛ͓࣏
Ͱɺൃނࣄੜޙͷٸͳग़අʹॆ͍ͯͯͨͩ͘
͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ

5 ଧɾࡲΓইɾ೧࠳ʢʮそͷଞʯʹ ۠ʣͰ
日͕ྍ࣏ 日̑Ҏ্ͱͳͬͨ߹ʹɺই害
一ֹۚ࣌ͷ̍ ഒ̌Λ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

4 のંࠎのࢶɾԼࢶΒΕΔ্ݟΑ͘ʹऀྸߴ
ഒΛͦΕͧΕ��ഒɾ��ഒのઃఆͱ͠ɺࢧ
҆৺ͳ補償ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ইҰ࣌金ࢧഒද （単Ґɿഒ）

ඃ保険ऀ͕ඃった傷害 ഒɹ
಄֖ग़݂ɺ݂ जɺ࠳ইɺװ損ইɺͼ·んੑ࣠ࡧ損ই
損ই
ਆܦ損ইʢɺɺखࢦɺࢦΛআ͘ʣ
શʢ�ʣͷই
Λআ͘ʣࢦΑͼ͓ࢦશஅ྾ʢखɺᡲ·ͨਟଳͷے
಄෦
էΛআ͘ʣࣃΑͼ͓ٿ؟໘෦ʢإ
ᰍʢ͚͍ʣ෦

എ෦ɺࠊ෦ɺᢈ෦ʤͰんͿʥ

そͷଞʢ্هʹ֘͠ͳ͍ই害ʣ

120
150
40
50
50
80
50
80
50
80
50
120
50
100
40
100
75
10

ӓͨ·ંࠎ
ӓͨ·ંࠎ
ӓͨ·ંࠎ
損ই
ഁ྾
ӓͨ·ંࠎ
ͷ損ই·ͨഁ྾ثଁ
ӓͨ·ંࠎ
ܽ損·ͨஅ
ӓͨ·ંࠎ
ܽ損·ͨஅ
ӓͨ·ંࠎ

ʢ݁ບɺྦٿ؟ Λআ͘ʣے؟ʤΔ͍͖ʥɺ·Ϳͨɺث

ෲ෦ڳ

Λআ͘ʣࢦʢखࢶ෦ΛؚΉ্ݞ

ԼࢶʢࢦΛআ͘ʣ

3

ご
注
意

すでにଘࡏしていた身ମのো害や病ؾのӨڹによりケガのఔ度がॏେとなった場合は、そのӨڹがなかった場合に相当する保険金（保険金額に割合を͡て
の場合はંࠎ、ただし、ই害一時金については。（。因する場合は保険金支払の対象とはなりませんىのみにؾケガの原因が病）ग़します。）をお支払いしますࢉ
ࠎ しૈΐうのӨڹに関な͘ お支払いします。

පؾʹΑΔࢮɺޙҨোɺೖӃɺ௨Ӄɺհޢิঈͷର֎Ͱ͢ɻ

被害事故補償保険金、弁護士相談費用保険金、弁護士委任費用保険金、ݸ人賠償責任保険金につきましては、他にも同छの補償に加入している場合、補償
がॏෳします。補償がॏෳすると、ど らͪの保険契約からでも補償されますが、いͣれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入
にあたりましては、同༷の保険契約・特約について補償内༰のࠩ異や保険金額をご֬認 だ͘さい。

ิঈॏෳʹ͍ͭͯ

ඃ保険ऀ·ͨඃ保険ऀΛऀݖͱ͢Δະࠗͷ͕ࢠऀࣄͱͳΔ࣍ͷτϥϒϧͷղܾͷͨΊʹห࢜ޢʹରԠ
Λҕ·ͨ૬ஊ͢Δ߹ͷඅ༻Λ保険ۚͱ͓ͯ͠ࢧ͍͠·͢ɻ
˔ඃ害ނࣄɹ˔人֨ݖ৵害	˞
 ˔आɾआՈ
ͳ͓ɺห࢜ޢҕʹ͔͔Δඅ༻ͷ��ˋࣗݾෛ୲ͱͳΓ·͢ɻ

͜ΜͳときにอۚݥΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

ห࢜ޢ૬ஊඅ༻ɾҕඅ༻อۚݥ

தิঈಛ

ඃ保険ऀ͕ۮવͳ֎དྷʹΑΔ日ࣹ·ࣹͨʹΑͬͯそͷମ
ʹো害Λඃͬͨ߹ʹɺই害ޙҨো害保険ۚࢧ ಛ·ͨই害
一ࢧۚ࣌ಛʹنఆ͢Δ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

サϙーτίーε ͷΈ

※「人格権侵害に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が
開始します。それより前にトラブルの原因事実が発生していた場合には、保険金をお支払いできません。

賃貸住宅からの退去時に、本来返還されるはずの
敷金が返ってこないので、返還請求を起こしたい。

個人を特定できる情報とともに、名誉棄損に
あたる偽情報をSNS上で流された。

運動会の参観中に
熱中症で倒れた。

ハイキング中に
脱水症状で倒れた。

歩行中に自転車で
追突されケガをした

こどもがいじめにあい
登校拒否になった

追突されケガをした

こどもがいじめにあい
知人からストー

カー行為を受
けた

お͢͢Ίϙイϯτ
サϙーτίーε

ۙʹ起͖Δτϥϒϧଟछଟ༷Ͱɺࣗ ͚ͩ
Ͱɺ؆୯ʹղܾͰ͖ͳ͍ͷͰ͢ɻ
·ͨɺห࢜ޢʹ๏ͷ૬ஊʙղܾ͍ಓͷ
ΓͱͳΓɺۚࢿ໘Ͱͷෛ୲ ɾʹɾɾɻ

弁護士に
　　相談したい・・・でも、かなり
 　　　お金かかるよねぇ・・・

ΓͱͳΓɺۚࢿ໘Ͱͷෛ୲ ɾʹɾɾɻ

͜のอݥͰหޢ
૬談の͖͔ͬ࢜

͚Λʂ

被害を被ってもなかなか解決しない・・・

※熱中症を含みます。（サポートコースのみ）
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※5日目の入Ӄ・通Ӄが、事故の日からその日を含めて180日以内の場
合に限ります。

ೖӃ·ͨ௨Ӄͷ߹͕ܭ�日Ҏ্�日ະຬͷ߹ɺ
ই害一ֹۚ࣌ͷ�ഒΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

˞h ইҰࢧۚ࣌ಛʹ͓͚Δʮૈࠎ ΐ͠͏ ʹΑΔંࠎʯͷऔѻ͍ʱ
༩している場合でも、急ܹかつ偶دがڹしΐうのӨૈࠎの原因にંࠎ
વな外དྷの事故によるંࠎであれ、ই害一時金については通常どおり
保険金をお支払いします。ただし、ંࠎの原因がもっͺらૈࠎしΐうに
よる場合（例え、৸ฦりをうったらંࠎした、าいていただけでࠎがં
れた、など）は、࣬ 病に基づ ࠎ͘ とંして保険金をお支払いできません。

1

2

3

ইҰۚ࣌のಛ

保険金の͓ࢧ͍ྫ

ഒࢧ ഒ2,300ԁ 172,500ԁの͓ࢧ͍75ʷ ʹ

（注1）上表の身ମの部Ґは、ࣾ ձ通೦上の用法および医学一ൠ上の基準をߟࢀに定します。
ʪ例ʫᶃ中手（）ࢦઅ関અよりઌの部を「手（）ࢦ」としてऔѻいます。  ᶄࠎは「上ࢶ（手ࢦを除͘ ）」としてऔѻいます。  

ᶅ下部は「ڳ部」としてऔѻいます。
（注2）Ҏ下の（1）から（6）までの部Ґのうͪ 3部ҐҎ上にわたるইをいいます。

（1）಄部　（2）إ໘部（؟およびࣃէを除͘ ）　（3）ᰍ部　（4）ڳ部、ෲ部、എ部、ࠊ部またはᢈ部　（5）ݞ部を含Ή上（6）　ࢶ下ࢶ

ඪ४ίʔε ఱิࡂঈͳ͠
˰ ই害一ۚ࣌����ԁͷ߹

172,500

ひざを骨折し、5日以上通院

入Ӄ·ͨ௨Ӄͨ͠ྍ࣏の߹͕ܭ�Ҏ্˞ͱ
ͳͬͨ߹ʹɺέΨの内容ʹΑͬͯইҰۚ࣌
ֹʹԼࢧهഒදのॴఆのഒ（��ഒʙ���
ഒ）Λֹͨ͡Λอۚݥͱ͓ͯ͠ࢧ͍͠·͢ɻ

ΐ͏͠ૈࠎɺ͍ͯͭʹંࠎ のطԟ͕͋
ͬͨ߹Ͱɺͦ のӨڹΛྀͣͤߟʹอۚݥΛ
͍͠·͢ɻࢧ͓

͍Ͱ͖·͢ͷࢧΛͨͣʹ保険ۚΛ͓࣏
Ͱɺൃނࣄੜޙͷٸͳग़අʹॆ͍ͯͯͨͩ͘
͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ

5 ଧɾࡲΓইɾ೧࠳ʢʮそͷଞʯʹ ۠ʣͰ
日͕ྍ࣏ 日̑Ҏ্ͱͳͬͨ߹ʹɺই害
一ֹۚ࣌ͷ̍ ഒ̌Λ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

4 のંࠎのࢶɾԼࢶΒΕΔ্ݟΑ͘ʹऀྸߴ
ഒΛͦΕͧΕ��ഒɾ��ഒのઃఆͱ͠ɺࢧ
҆৺ͳ補償ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ഒࢧ ഒ75 ʹ

ইҰ࣌金ࢧഒද （単Ґɿഒ）

ඃ保険ऀ͕ඃった傷害 ഒɹ
಄֖ग़݂ɺ݂ जɺ࠳ইɺװ損ইɺͼ·んੑ࣠ࡧ損ই
損ই
ਆܦ損ইʢɺɺखࢦɺࢦΛআ͘ʣ
શʢ�ʣͷই
Λআ͘ʣࢦΑͼ͓ࢦશஅ྾ʢखɺᡲ·ͨਟଳͷے
಄෦
էΛআ͘ʣࣃΑͼ͓ٿ؟໘෦ʢإ
ᰍʢ͚͍ʣ෦

എ෦ɺࠊ෦ɺᢈ෦ʤͰんͿʥ

そͷଞʢ্هʹ֘͠ͳ͍ই害ʣ

120
150
40
50
50
80
50
80
50
80
50
120
50
100
40
100
75
10

ӓͨ·ંࠎ
ӓͨ·ંࠎ
ӓͨ·ંࠎ
損ই
ഁ྾
ӓͨ·ંࠎ
ͷ損ই·ͨഁ྾ثଁ
ӓͨ·ંࠎ
ܽ損·ͨஅ
ӓͨ·ંࠎ
ܽ損·ͨஅ
ӓͨ·ંࠎ

ʢ݁ບɺྦٿ؟ Λআ͘ʣے؟ʤΔ͍͖ʥɺ·Ϳͨɺث

ෲ෦ڳ

Λআ͘ʣࢦʢखࢶ෦ΛؚΉ্ݞ

ԼࢶʢࢦΛআ͘ʣ

3

ご
注
意

すでにଘࡏしていた身ମのো害や病ؾのӨڹによりケガのఔ度がॏେとなった場合は、そのӨڹがなかった場合に相当する保険金（保険金額に割合を͡て
の場合はંࠎ、ただし、ই害一時金については。（。因する場合は保険金支払の対象とはなりませんىのみにؾケガの原因が病）ग़します。）をお支払いしますࢉ
ࠎ しૈΐうのӨڹに関な͘ お支払いします。

පؾʹΑΔࢮɺޙҨোɺೖӃɺ௨Ӄɺհޢิঈͷର֎Ͱ͢ɻ

被害事故補償保険金、弁護士相談費用保険金、弁護士委任費用保険金、ݸ人賠償責任保険金につきましては、他にも同छの補償に加入している場合、補償
がॏෳします。補償がॏෳすると、ど らͪの保険契約からでも補償されますが、いͣれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入
にあたりましては、同༷の保険契約・特約について補償内༰のࠩ異や保険金額をご֬認 だ͘さい。

ิঈॏෳʹ͍ͭͯ

ඃ保険ऀ·ͨඃ保険ऀΛऀݖͱ͢Δະࠗͷ͕ࢠऀࣄͱͳΔ࣍ͷτϥϒϧͷղܾͷͨΊʹห࢜ޢʹରԠ
Λҕ·ͨ૬ஊ͢Δ߹ͷඅ༻Λ保険ۚͱ͓ͯ͠ࢧ͍͠·͢ɻ
˔ඃ害ނࣄɹ˔人֨ݖ৵害	˞
 ˔आɾआՈ
ͳ͓ɺห࢜ޢҕʹ͔͔Δඅ༻ͷ��ˋࣗݾෛ୲ͱͳΓ·͢ɻ

͜ΜͳときにอۚݥΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

ห࢜ޢ૬ஊඅ༻ɾҕඅ༻อۚݥ

தิঈಛ

ඃ保険ऀ͕ۮવͳ֎དྷʹΑΔ日ࣹ·ࣹͨʹΑͬͯそͷମ
ʹো害Λඃͬͨ߹ʹɺই害ޙҨো害保険ۚࢧ ಛ·ͨই害
一ࢧۚ࣌ಛʹنఆ͢Δ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ

サϙーτίーε ͷΈ

※「人格権侵害に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が
開始します。それより前にトラブルの原因事実が発生していた場合には、保険金をお支払いできません。

賃貸住宅からの退去時に、本来返還されるはずの
敷金が返ってこないので、返還請求を起こしたい。

個人を特定できる情報とともに、名誉棄損に
あたる偽情報をSNS上で流された。

運動会の参観中に
熱中症で倒れた。

ハイキング中に
脱水症状で倒れた。

歩行中に自転車で
追突されケガをした

こどもがいじめにあい
登校拒否になった

知人からストー
カー行為を受

けた

お͢͢Ίϙイϯτ
サϙーτίーε

ۙʹ起͖Δτϥϒϧଟछଟ༷Ͱɺࣗ ͚ͩ
Ͱɺ؆୯ʹղܾͰ͖ͳ͍ͷͰ͢ɻ
·ͨɺห࢜ޢʹ๏ͷ૬ஊʙղܾ͍ಓͷ
ΓͱͳΓɺۚࢿ໘Ͱͷෛ୲ ɾʹɾɾɻ

弁護士に
　　相談したい・・・でも、かなり
 　　　お金かかるよねぇ・・・

͜のอݥͰหޢ
૬談の͖͔ͬ࢜

͚Λʂ

被害を被ってもなかなか解決しない・・・

※熱中症を含みます。（サポートコースのみ）
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・被保険者、保険金ड取人の故意または重
大な過失によるケガ�
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる
ケガ�
・自動車または原動機付自転車のແࢿ格ӡ
転、ञؾଳびӡ転、ຑ薬等を使用しての
ӡ転中に生じた事故によるケガ�
・疾ױ、疾病、৺ਆ失によるケガ�
・৷、出産、ྲྀ 産、外Պతखज़などの医療
ॲஔによるケガ�
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ（lఱ災補償ありzにご加入の場
合は、保険金をお支払いします。）�
・ઓ争、ཚ、動などによるケガ（※3）
・֩ ೩ྉ物質の有害な特性などによるケガ�
・ϐッケϧなどのొࢁ用۩を使用するַࢁ
ొはん、ϩッΫΫϥΠϛϯά、ϑϦーΫϥΠ
ϛϯά（ొるนのߴさが5N以下であるϘ
ϧμϦϯάはؚみません。）、Ϧϡージϡ、
ϘϒεϨー、ۭߤ機ૢॎ（ただし、職務と
してૢॎする場合をআきます。）、ϋϯάά
ϥΠμーなどのة険なӡ動中のケガ�
・自動車、ΦーτόΠ、ϞーλーϘーτ等によ
るٕڝ等を行っている間のケガ�
・̤ 157などەࡉ性の食中ಟおよびϊϩ
ΠϧεなどΠϧε性の食中ಟ
・ϓϩϘΫサー等のة険な職ۀにै事して
いる間に被ったケガ
・Ήͪうͪ、ࠊ௧その他の状をૌえてい
る場合であっても、それをཪ付けるに足り
る医ֶత他֮所（4※）ݟのないもの

など

保険金
の種類
ই

ࢮ


保
険
金

ই


ޙ
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金
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ඃ

ࣄ
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帯
）

อۚݥΛおࢧいͰきͳいओͳ߹อۚݥΛおࢧい͢る߹ おࢧい͢るอۚݥ

・被保険者の故意または重大な過失によるケガ
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ
・ઓ争ŊཚŊ動などによるケガ（※3）
・被保険者の親族による加害行為
・Ήͪうͪ、ࠊ௧その他の状をૌえてい
る場合であっても、それをཪ付けるに足り
る医ֶత他֮所（4※）ݟのないもの
・被保険者に対するܐのࣥ行

　など

ইࢮอֹۚݥͷશֹΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
（注）すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場

合は、傷害死亡保険金額からその金額をࠩしҾいた
額をお支払いします。

ᶃྍ࣏ͷ߹͕ܭ�Ҏ্ͷ߹
έΨͷ༰ʹΑͬͯইҰֹۚ࣌ʹॴఆͷࢧഒ
ʢ�0ഒʙ��0ഒʣΛֹͨ͡Λ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ᶄྍ࣏ͷ߹͕ܭ�Ҏ্�ະ満ͷ߹
ইҰֹۚ࣌ͷ�ഒΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

（注1）傷害一時金の支払ഒについては「傷害一時金保
険金支払ഒද」をごࢀ照ください。

（注2）同一事故によるケガの容が複数の支払ഒに該当
するときは、それぞれの支払ഒのうͪ最もߴい支
払ഒをじた額を保険金としてお支払いします。

（注3）入Ӄまたは通Ӄした治療日数の合計が5日以上とな
る前にผの事故でケガをされた場合の保険金は、
ど らͪか一ํのߴいํの額のみをお支払いします。

ঢ়ޢΑΔཁհʹҨোޙͷ͔Β�8�Ҏ߱ͷނࣄ
ଶで͋Δظ ʢؒҎԼʮཁհؒظޢʯͱ͍͍ま͢ɻʣʹ ର͠
ͯɺ�ʹ͖ͭɺইհޢอۚݥֹΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ཁհؒظޢʹ�ະ満ͷ͕͋Δͱ͖ɺ�ؒΛ
���ͱ͠ ׂͨࢉܭʹΑΓইհޢอۚݥͷֹΛܾ
ఆ͠ま͢ɻ
（注）傷害介護保険金の支払をडけられる期間中に৽たに

ผの事故によりケガをされても、傷害介護保険金は
重複してはお支払いできません。

ॴఆͷํ๏ʹΑΓࢉఆͨ͠Ŋඃอݥ ʢऀ˞�ʣまͨͦͷ
ɺऀۮ͠ ͕͘ࢠඃΔଛ ʢֹྍ࣏අɾҳࣦརӹɾ
ਫ਼ਆతଛͳͲʣΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻͳ͓ɺඃิނࣄঈ
อۚݥɺইࢮɺইޙҨোɺইҰۚ࣌ɺইհ
͍͠ま͢ɻࢧ͓ʹͱผۚݥͷ֤อޢ
（注1）1回の事故につき、被害事故補償保険金額が限

度となります。�
（注2）賠償ٛ務者から取得した損害賠償金や֤छ法令

等にͮجくڅ付、他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金がある場合には、その合計額
を損害額からࠩしҾきます。

被保険者（※1）が急激かつ偶然な外来の事故
（以下「事故」といいます。）によりケガ（※2）を
され、そのケガのため事故の日からその日をؚ
めて18�日以に死亡した場合
被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をさ
れ、そのケガのため事故の日からその日をؚめ
て18�日以に身体に後遺障害が生じた場合

人の生命または身体を害する意図をもって行わ
れた行為やひき逃げにより、被保険者（※1）が
死傷した場合

被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をされ、
そのケガのため事故の日からその日をؚめて
18�日以に身体に後遺障害が生じ、かつ、৸
たきりにより介護が必要な状態（以下「後遺障害
による要介護状態」といいます。）となった場合
（注1）「後遺障害による要介護状態」とは、ऴ日ब

চしており、かつ、า行のࡍおよび食事、ഉ
せつ、入ཋ、ҥのணのいずれかの行為
のࡍに、補ॿ用۩を用いても常に他人の介
護が必要な状態であることをいいます。

（注2）「後遺障害による要介護状態」の認定は医
師（被保険者が医師の場合は被保険者以
外の医師をいいます。）の診断によります。

被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をさ
れ、そのケガのため事故の日からその日をؚめ
て18�日以に医師（被保険者が医師の場合
は、被保険者以外の医師をいいます。）の治療
をडけた場合
（注）「治療」とは、医師が必要と認め、医師が

行う治療のために病Ӄまたは診療所に入
Ӄまたは通Ӄすることをいいます。なお、
事故の日からその日をؚめて18�日以
の入Ӄまたは通Ӄに限ります。

ʹまでʣڃ��ʙୈڃ�ʢୈڃΔ͛ܝʹදڃҨোޙ Ԡͯ͡ইޙ
Ҩোอֹۚݥͷ�ˋʙ�00ˋΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻͨ ͩ͠ɺંࠎͳͲʹ
Αͬͯഎࠎʢபʣʹ ੜͨ͡ޙҨোʢபͷมܗোɺபͷӡಈো
ʹʣ౷ͷোܥܦまͨਆ ͍ͭͯɺ͓ อҨোޙ͍͢Δইࢧ
ڃఆ͠ɺݶʹ߹͢Δ֘ʹڃ�ʙୈڃ�දͷୈڃҨোޙΛۚݥ
ʹԠͯ͡ইޙҨোอֹۚݥͷ�8ˋʙ�00ˋΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して傷害

後遺障害保険金額が限度となります。

˔͠事故が起こったΒ・・・

डίʔϧηϯλʔނࣄ

˔その他͓い合Θͤについて

���ؒ࣌��
通話料無料

通ྉແྉ 0120-494-599
0120-284-506

「あんしんダイヤル」

万全のサポート体制

ご注意いただきたい事項

γχΞαϙʔλʔにご加入いただいた͓٬͞·に専用ダイヤルサービスをごఏڙし·͢ɻ

͝Ճೖのօ͞·のಛయ

「個人賠償責任補償」の示談交渉サービス（示談代行）

※1 サービス利用の無料ダイヤル番号は、ご加入後にお届けする加入者証同封の案内チラシをご覧ください。
※2 祝日および年末年始を除く。

税務相談サービス

年金相談サービス

健康・介護相談サービス

法律相談サービス

健
康
相
談

専
門
相
談

消費税や法人税等、税金に関するさまざまなご相談に税理士がお
答えします。

業務上のトラブル、日常生活におけるトラブルや相続に関するご
相談等、さまざまな法律相談に弁護士がお答えします。

健康づくり、病気、介護に関することや医療機関に関するご相談・
ご案内を行います。

年金や労災保険等、社会保険全般のご相談に社会保険労務士が
お答えします。

���ؒ࣌��
いつでもड

�ຖि火・ਫ・༵˞�

̍̌ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌ ड̌

��ຖिਫ༵˞�

̍̌ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌ ड̌

専用の無料ダイヤル※1にお電話の上、「○○（金融
機関名）でシニアサポーターに加入しているもの
です。」とお申し出いただきます。

͓٬͞· ֤छ͝૬ஊड

自動ܧଓなのでおखଓきは不要です。なお、補償ऴྃ日の2か݄前までにୀのおਃし出がない限り、
満89歳まで自動తにܧଓされ、ܧଓ後の補償։࢝日の前݄の所定の期日に保険ྉがҾきམとしされます。
（補償ऴྃ日時で満90歳をܴえた場合、自動ܧଓされません。）

継続手続き

ຊ੍度の保険ྉは、あらかじめ加入ґཔ書でご指定いただいた金ड࠲ޱڅから、補償։࢝日の前݄の
所定の期日にҾきམとしされます。

保険料のお支払い

͢Έ͔ʹऔѻཧళ͘͠Լه·Ͱ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ ࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ͝ʹه༰ɾઆ໌ͳͲɺԼܖ

ฏ�ɿ��ʙ��ɿ��

ຊαーϏεɺඃ保険者（保険のิঈΛ受͚Βれる方）にΘってɺ保険会社がɺ解決に͚たަবΛ͏ߦ
αーϏεͱͳΓ·͢ɻͳ͓ɺࣔ ஊަবαーϏεࠃの事故にݶΓ·͢ɻ

˓ࣔஊަবͷਐΊํそͷ༰ʹؔ͢Δ͝૬ஊɺࣔ ஊॻ࡞ͷ
ԉॿɺࣔ ஊަবͷ͓ख͍

˓ղܾʹ͚ࣔͨஊަবʢࣔஊߦʣ˞
サービス内容

被保険者 相手方

共栄火災

※解決に向けた示談交渉は、被保険者（保険の補償を受けられる方）と被害者（相手方）の
同意がある場合となります。

・被保険者の故意による損害賠償責任�
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
による損害賠償責任�
・ઓ争、ཚ、動などによる損害賠償責任（※3）
・職務遂行に起因する損害賠償責任
（被保険者がΰϧϑのٕڝまたは指ಋを
職ۀとしていない場合、職務としてのΰϧ
ϑは補償対象となります。）�
・被保険者と同ډする親族に対する損害賠
償責任�
・他人からの༬かり物の損害に対する損害
賠償責任�
・৺ਆ失に起因する損害賠償責任�
・自動車、ۭߤ機、ધഫ、ॐثの所有、使用
または管理に起因する損害賠償責任
・加入者ূࡌهの被保険者のํがॅډする
ॅ以外の不動産の所有、使用または管
理に起因する損害賠償責任

など

ଛഛঈۚͳΒͼʹૌুඅ༻ɺଛͷࢭʹཁͨ͠
අ༻͓Αͼٸۓાஔʹཁͨ͠අ༻ͷ߹ֹܭΛ͓ࢧ
͍͠ま͢ɻ
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、個人賠償責任保

険金額が限度となります。�
（注2）損害賠償責任のશ෦または一෦を承認しようとすると

きは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。�
（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲
げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。

被保険者（※1）が次の偶然な事故により、他人
にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与
えたことにより、法律上の損害賠償責任を負担
することによって損害を被った場合
○加入者ূࡌهの被保険者のํがॅډするॅ
の所有、使用または管理に起因する偶然な
事故

○被保険者（※1）の日常生活に起因する偶然
な事故

（注4）ૌু費用等は損害賠償金が個人賠償責任保険金
額を上回る場合には個人賠償責任保険金額の損
害賠償金に対する割合によってお支払いします。

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われていない場合
　○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われた場合
○次の算式によって算出した額。ただし、この保険
契約の支払責任額を限度とします。

保険金
の額

損害
の額

他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金の合計額＝ -

被保険者（※１）が、偶然な外来による日ࣹまたは
ࣹによってその身体に障害を被った場合には、
（傷害後遺障害保険金および傷害一時金がお支払
いの対象になります。）保険金をお支払いします。

ɾইޙҨোอݥ ɿۚޙҨোͷఔʹԠͯ͡ইޙ
Ҩোอֹۚݥͷ��ʙ�00�Λ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ɾইҰ࣌ ɿۚইҰֹۚ࣌ͷ�0ഒΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
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・被保険者、保険金ड取人の故意または重
大な過失によるケガ�
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる
ケガ�
・自動車または原動機付自転車のແࢿ格ӡ
転、ञؾଳびӡ転、ຑ薬等を使用しての
ӡ転中に生じた事故によるケガ�
・疾ױ、疾病、৺ਆ失によるケガ�
・৷、出産、ྲྀ 産、外Պతखज़などの医療
ॲஔによるケガ�
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ（lఱ災補償ありzにご加入の場
合は、保険金をお支払いします。）�
・ઓ争、ཚ、動などによるケガ（※3）
・֩ ೩ྉ物質の有害な特性などによるケガ�
・ϐッケϧなどのొࢁ用۩を使用するַࢁ
ొはん、ϩッΫΫϥΠϛϯά、ϑϦーΫϥΠ
ϛϯά（ొるนのߴさが5N以下であるϘ
ϧμϦϯάはؚみません。）、Ϧϡージϡ、
ϘϒεϨー、ۭߤ機ૢॎ（ただし、職務と
してૢॎする場合をআきます。）、ϋϯάά
ϥΠμーなどのة険なӡ動中のケガ�
・自動車、ΦーτόΠ、ϞーλーϘーτ等によ
るٕڝ等を行っている間のケガ�
・̤ 157などەࡉ性の食中ಟおよびϊϩ
ΠϧεなどΠϧε性の食中ಟ
・ϓϩϘΫサー等のة険な職ۀにै事して
いる間に被ったケガ
・Ήͪうͪ、ࠊ௧その他の状をૌえてい
る場合であっても、それをཪ付けるに足り
る医ֶత他֮所（4※）ݟのないもの

など
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อۚݥΛおࢧいͰきͳいओͳ߹อۚݥΛおࢧい͢る߹ おࢧい͢るอۚݥ

・被保険者の故意または重大な過失によるケガ
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
によるケガ
・ઓ争ŊཚŊ動などによるケガ（※3）
・被保険者の親族による加害行為
・Ήͪうͪ、ࠊ௧その他の状をૌえてい
る場合であっても、それをཪ付けるに足り
る医ֶత他֮所（4※）ݟのないもの
・被保険者に対するܐのࣥ行

　など

ইࢮอֹۚݥͷશֹΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
（注）すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場

合は、傷害死亡保険金額からその金額をࠩしҾいた
額をお支払いします。

ᶃྍ࣏ͷ߹͕ܭ�Ҏ্ͷ߹
έΨͷ༰ʹΑͬͯইҰֹۚ࣌ʹॴఆͷࢧഒ
ʢ�0ഒʙ��0ഒʣΛֹͨ͡Λ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ᶄྍ࣏ͷ߹͕ܭ�Ҏ্�ະ満ͷ߹
ইҰֹۚ࣌ͷ�ഒΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ

（注1）傷害一時金の支払ഒについては「傷害一時金保
険金支払ഒද」をごࢀ照ください。

（注2）同一事故によるケガの容が複数の支払ഒに該当
するときは、それぞれの支払ഒのうͪ最もߴい支
払ഒをじた額を保険金としてお支払いします。

（注3）入Ӄまたは通Ӄした治療日数の合計が5日以上とな
る前にผの事故でケガをされた場合の保険金は、
ど らͪか一ํのߴいํの額のみをお支払いします。

ঢ়ޢΑΔཁհʹҨোޙͷ͔Β�8�Ҏ߱ͷނࣄ
ଶで͋Δظ ʢؒҎԼʮཁհؒظޢʯͱ͍͍ま͢ɻʣʹ ର͠
ͯɺ�ʹ͖ͭɺইհޢอۚݥֹΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ཁհؒظޢʹ�ະ満ͷ͕͋Δͱ͖ɺ�ؒΛ
���ͱ͠ ׂͨࢉܭʹΑΓইհޢอۚݥͷֹΛܾ
ఆ͠ま͢ɻ
（注）傷害介護保険金の支払をडけられる期間中に৽たに

ผの事故によりケガをされても、傷害介護保険金は
重複してはお支払いできません。

ॴఆͷํ๏ʹΑΓࢉఆͨ͠Ŋඃอݥ ʢऀ˞�ʣまͨͦͷ
ɺऀۮ͠ ͕͘ࢠඃΔଛ ʢֹྍ࣏අɾҳࣦརӹɾ
ਫ਼ਆతଛͳͲʣΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻͳ͓ɺඃิނࣄঈ
อۚݥɺইࢮɺইޙҨোɺইҰۚ࣌ɺইհ
͍͠ま͢ɻࢧ͓ʹͱผۚݥͷ֤อޢ
（注1）1回の事故につき、被害事故補償保険金額が限

度となります。�
（注2）賠償ٛ務者から取得した損害賠償金や֤छ法令

等にͮجくڅ付、他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金がある場合には、その合計額
を損害額からࠩしҾきます。

被保険者（※1）が急激かつ偶然な外来の事故
（以下「事故」といいます。）によりケガ（※2）を
され、そのケガのため事故の日からその日をؚ
めて18�日以に死亡した場合
被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をさ
れ、そのケガのため事故の日からその日をؚめ
て18�日以に身体に後遺障害が生じた場合

人の生命または身体を害する意図をもって行わ
れた行為やひき逃げにより、被保険者（※1）が
死傷した場合

被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をされ、
そのケガのため事故の日からその日をؚめて
18�日以に身体に後遺障害が生じ、かつ、৸
たきりにより介護が必要な状態（以下「後遺障害
による要介護状態」といいます。）となった場合
（注1）「後遺障害による要介護状態」とは、ऴ日ब

চしており、かつ、า行のࡍおよび食事、ഉ
せつ、入ཋ、ҥのணのいずれかの行為
のࡍに、補ॿ用۩を用いても常に他人の介
護が必要な状態であることをいいます。

（注2）「後遺障害による要介護状態」の認定は医
師（被保険者が医師の場合は被保険者以
外の医師をいいます。）の診断によります。

被保険者（※1）が事故によりケガ（※2）をさ
れ、そのケガのため事故の日からその日をؚめ
て18�日以に医師（被保険者が医師の場合
は、被保険者以外の医師をいいます。）の治療
をडけた場合
（注）「治療」とは、医師が必要と認め、医師が

行う治療のために病Ӄまたは診療所に入
Ӄまたは通Ӄすることをいいます。なお、
事故の日からその日をؚめて18�日以
の入Ӄまたは通Ӄに限ります。

ʹまでʣڃ��ʙୈڃ�ʢୈڃΔ͛ܝʹදڃҨোޙ Ԡͯ͡ইޙ
Ҩোอֹۚݥͷ�ˋʙ�00ˋΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻͨ ͩ͠ɺંࠎͳͲʹ
Αͬͯഎࠎʢபʣʹ ੜͨ͡ޙҨোʢபͷมܗোɺபͷӡಈো
ʹʣ౷ͷোܥܦまͨਆ ͍ͭͯɺ͓ อҨোޙ͍͢Δইࢧ
ڃఆ͠ɺݶʹ߹͢Δ֘ʹڃ�ʙୈڃ�දͷୈڃҨোޙΛۚݥ
ʹԠͯ͡ইޙҨোอֹۚݥͷ�8ˋʙ�00ˋΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して傷害

後遺障害保険金額が限度となります。

˔͠事故が起こったΒ・・・

डίʔϧηϯλʔނࣄ

˔その他͓い合Θͤについて

���ؒ࣌��
通話料無料

通ྉແྉ 0120-494-599
0120-284-506

「あんしんダイヤル」

万全のサポート体制

ご注意いただきたい事項

γχΞαϙʔλʔにご加入いただいた͓٬͞·に専用ダイヤルサービスをごఏڙし·͢ɻ

͝Ճೖのօ͞·のಛయ

「個人賠償責任補償」の示談交渉サービス（示談代行）

※1 サービス利用の無料ダイヤル番号は、ご加入後にお届けする加入者証同封の案内チラシをご覧ください。
※2 祝日および年末年始を除く。

税務相談サービス

年金相談サービス

健康・介護相談サービス

法律相談サービス

健
康
相
談

専
門
相
談

消費税や法人税等、税金に関するさまざまなご相談に税理士がお
答えします。

業務上のトラブル、日常生活におけるトラブルや相続に関するご
相談等、さまざまな法律相談に弁護士がお答えします。

健康づくり、病気、介護に関することや医療機関に関するご相談・
ご案内を行います。

年金や労災保険等、社会保険全般のご相談に社会保険労務士が
お答えします。

���ؒ࣌��
いつでもड

�ຖि火・ਫ・༵˞�

̍̌ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌ ड̌

��ຖिਫ༵˞�

̍̌ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌ ड̌

専用の無料ダイヤル※1にお電話の上、「○○（金融
機関名）でシニアサポーターに加入しているもの
です。」とお申し出いただきます。

͓٬͞· ֤छ͝૬ஊड

自動ܧଓなのでおखଓきは不要です。なお、補償ऴྃ日の2か݄前までにୀのおਃし出がない限り、
満89歳まで自動తにܧଓされ、ܧଓ後の補償։࢝日の前݄の所定の期日に保険ྉがҾきམとしされます。
（補償ऴྃ日時で満90歳をܴえた場合、自動ܧଓされません。）

継続手続き

ຊ੍度の保険ྉは、あらかじめ加入ґཔ書でご指定いただいた金ड࠲ޱڅから、補償։࢝日の前݄の
所定の期日にҾきམとしされます。

保険料のお支払い

͢Έ͔ʹऔѻཧళ͘͠Լه·Ͱ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ ࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ͝ʹه༰ɾઆ໌ͳͲɺԼܖ

ฏ�ɿ��ʙ��ɿ��

ຊαーϏεɺඃ保険者（保険のิঈΛ受͚Βれる方）にΘってɺ保険会社がɺ解決に͚たަবΛ͏ߦ
αーϏεͱͳΓ·͢ɻͳ͓ɺࣔ ஊަবαーϏεࠃの事故にݶΓ·͢ɻ

˓ࣔஊަবͷਐΊํそͷ༰ʹؔ͢Δ͝૬ஊɺࣔ ஊॻ࡞ͷ
ԉॿɺࣔ ஊަবͷ͓ख͍

˓ղܾʹ͚ࣔͨஊަবʢࣔஊߦʣ˞
サービス内容

被保険者 相手方

共栄火災

※解決に向けた示談交渉は、被保険者（保険の補償を受けられる方）と被害者（相手方）の
同意がある場合となります。

・被保険者の故意による損害賠償責任�
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
による損害賠償責任�
・ઓ争、ཚ、動などによる損害賠償責任（※3）
・職務遂行に起因する損害賠償責任
（被保険者がΰϧϑのٕڝまたは指ಋを
職ۀとしていない場合、職務としてのΰϧ
ϑは補償対象となります。）�
・被保険者と同ډする親族に対する損害賠
償責任�
・他人からの༬かり物の損害に対する損害
賠償責任�
・৺ਆ失に起因する損害賠償責任�
・自動車、ۭߤ機、ધഫ、ॐثの所有、使用
または管理に起因する損害賠償責任
・加入者ূࡌهの被保険者のํがॅډする
ॅ以外の不動産の所有、使用または管
理に起因する損害賠償責任

など

ଛഛঈۚͳΒͼʹૌুඅ༻ɺଛͷࢭʹཁͨ͠
අ༻͓Αͼٸۓાஔʹཁͨ͠අ༻ͷ߹ֹܭΛ͓ࢧ
͍͠ま͢ɻ
（注1）損害賠償金は、1回の事故につき、個人賠償責任保

険金額が限度となります。�
（注2）損害賠償責任のશ෦または一෦を承認しようとすると

きは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。�
（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任

額の合計額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲
げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。

被保険者（※1）が次の偶然な事故により、他人
にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与
えたことにより、法律上の損害賠償責任を負担
することによって損害を被った場合
○加入者ূࡌهの被保険者のํがॅډするॅ
の所有、使用または管理に起因する偶然な
事故

○被保険者（※1）の日常生活に起因する偶然
な事故

（注4）ૌু費用等は損害賠償金が個人賠償責任保険金
額を上回る場合には個人賠償責任保険金額の損
害賠償金に対する割合によってお支払いします。

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われていない場合
　○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払
われた場合
○次の算式によって算出した額。ただし、この保険
契約の支払責任額を限度とします。

保険金
の額

損害
の額

他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金の合計額＝ -

被保険者（※１）が、偶然な外来による日ࣹまたは
ࣹによってその身体に障害を被った場合には、
（傷害後遺障害保険金および傷害一時金がお支払
いの対象になります。）保険金をお支払いします。

ɾইޙҨোอݥ ɿۚޙҨোͷఔʹԠͯ͡ইޙ
Ҩোอֹۚݥͷ��ʙ�00�Λ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
ɾইҰ࣌ ɿۚইҰֹۚ࣌ͷ�0ഒΛ͓ࢧ͍͠ま͢ɻ
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（※2）「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は含みません。
（※3）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガまたは損害賠償責任は補償の対象となります。
（※4）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
（※5）「被保険者を親権者とする未婚のお子さま」とは、被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚のお子さまをいいます。ただし、被保険者との続柄は、原因事実発生時におけ

るものをいいます。
（※6）「人格権侵害に関する紛争」については、原因事実が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までに発生した場合、保険金をお支払いでき

ません。
（※7）日本の国内法に基づき解決する紛争に関するものに限ります。
（※8）「保険金請求権者」とは、紛争の当事者である被保険者をいいます。なお、「被害事故に関する紛争」または「人格権侵害に関する紛争」における原因事実によって被保

険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士相談または弁護士への委任を行う者を含みます。
（※9）「諸経費」とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代等の発送費用、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費

用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。
（※10） お支払いする弁護士委任費用保険金の額  ＝  弁護士委任費用の額  ×（ 100% － 自己負担割合10％ ）となります。

（※1）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他のご家族＊2

ԼهҎ֎
3＊ۚݥਓഛঈอݸ

○
○

－
○

－
○

＊１加入者証記載の被保険者の方をいいます。
＊２ご本人またはその配偶者の「同居の親族および別居の未婚の子」をいいます。
＊３被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も

被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
（注1）「親族」とは、ご本人または配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
（注2）「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。また、保険金支払の原因となった事故発生時において、実際に同居していることが基準となります。

・同一敷地内の別棟（台所など通常の生活用設備を備えている場合を除きます。）に住んでいる場合
・病院に一時的に入院されている場合　　など

同居となる場合の例

・単身赴任、海外赴任している場合
・介護施設に永続的に入院されている場合　　など

同居とならない場合の例

ิঈͷ֓ཁ��

被保険者（※1）または被保険者を親権者と
する未婚のお子さま（※5）が当事者となる、
保険期間中に原因事実（※6）が発生した次
の①～③のいずれかに該当する紛争（※7）
について、保険期間中に弁護士に相談また
は委任する場合に、その費用を負担するこ
とによって被る損害に対し、保険金請求権者
（※8）に保険金をお支払いします。
①被害事故（＊1）に関する紛争
②人格権侵害に関する紛争（＊2）
③借地または借家に関する紛争

（ の౪難または詐取等にあったことࡒ（ˎ1
による被害事故の場合、ܯへの届出
を行ったものに限ります。

（ ֶ、等の公的機関ܯ（ˎ2 もしくは企業ߍ
等の相談૭口等への届出の事実を客
。的に証明できる紛争に限ります؍

�ͭͷห࢜ޢ૬ஊʹ͖ͭɺห࢜ޢ૬ஊඅ༻ͷֹΛɺ
ห࢜ޢ૬ஊඅ༻อۚݥͱ͠ ͍͠ま͢ɻまͨɺࢧ͓ͯ
�ͭͷห࢜ޢͷҕʹ͖ͭɺॴఆͷࢉग़ํ๏ʹΑ
Γࢉग़͠ ͨห࢜ޢҕඅ༻ʢணखۚɺใुۚɺखྉɺ
ௐఀͷखଓ͖ʹཁ͢Δඅ༻͓Αͼॾܦඅ（※9）ͷ
ଞɺࡋॴまͨ͋ͬͤΜɾؔػࡋʹରͯ͠ཁͨ͠
අ༻ʣͷֹ͔Βɺࣗ ͷ�0ˋʹ૬ܭ߹ෛ୲ʢඅ༻ͷݾ
͢ΔֹʣΛࠩ͠Ҿ͍ͨ （ֹ※10）Λɺห࢜ޢҕඅ
༻อۚݥͱ͠ ͍͠ま͢ɻࢧ͓ͯ
（注1）保険期間を通じ、弁護士相談費用保険金額および

弁護士委任費用保険金額をもって限度とします。
（注2）弁護士に相談または委任をされる場合は、事前

に共栄火災に書面にて通知し、承認を得る必
要があります。なお、お支払いする弁護士相談
費用または弁護士委任費用は、事前に共栄火
災が同意した額が限度となります。

（注3）同一の紛争に起因して行われた一連の弁護士
相談または弁護士への委任は、弁護士相談も
しくは弁護士への委任の回数または当事者の
人数等にかかわらず、それぞれ１つの弁護士相
談または弁護士への委任とみなし、保険金が
支払われる最初の弁護士相談または弁護士へ
の委任が行われた時に、一連の弁護士相談ま
たは弁護士への委任が行われたこととします。

（注4）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支
払責任額の合計額が損害額を超えるときは、
次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金とし
てお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われていない場合
○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われた場合
○次の算式によって算出した額。ただし、この
保険契約の支払責任額を限度とします。

●ご加入者、被保険者または被保険者を親権者と
する未婚のお子さま（※5）の故意、重大な過失
または契約違反による紛争
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる紛争
（ただし、自殺行為については、保険金の支払対
象となる紛争の原因事実によって自殺し、かつ、
支払条件を満たすことが明らかな場合は補償の
対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による紛争
●財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性
質によるさび、かび、変色、ひび割れ、虫食い等
による紛争（ただし、これにより身体の障害また
は他の財物の損壊が発生している場合は補償
の対象となります。）
●職務遂行に関する紛争
●職務のために使用される動産または不動産の所
有、使用または管理に関する紛争

●被保険者または被保険者を親権者とする未婚の
お子さま（※5）とその親族間で発生した紛争
●以下の事由に該当する「被害事故に関する紛争」
・医師などによる診療、診察、検査、診断、治療、
看護または疾病の予防
・あんま、マッサージ、指圧、鍼（はり）、灸（きゅ
う）、柔道整復その他これらに類似のもの
・法令により医師などに限り認められている医薬
品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこ
れらの指示
・身体の美容または整形
●以下の事由に該当する「被害事故に関する紛
争」または「人格権侵害に関する紛争」
・環境汚染
・騒音、振動、悪臭、日照不足など
・電磁波障害

など
●自動車または原動機付自転車の所有、使用または
管理に起因して発生した「被害事故に関する紛争」

●債務整理に関する紛争および金銭消費貸借契約に
関する紛争（ただし、詐取による「被害事故に関する
紛争」に該当する場合は補償の対象となります。）

●保険契約または共済契約に関する紛争
など

保険金
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保険金
の額

損害
の額（＊）

他の保険契約等から
支払われた保険金ま
たは共済金の合計額

＝ -
（ˎ）損害の額は、それͧれの保険契約また

は共ࡁ契約に自ݾෛ୲割合および໔
金額の適用がある場合は、そのうち
ෛ୲割合および໔金ݾもい自࠷
額を適用した額とします。

ॏཁ߲ࣄઆ໌ॻʢγχΞαϙーターʦ団ମই害保険੍ʪඪ४ই害保険ʫʧʣ
ご加入いただくお客さまへ

●この書面では、シニアサポーター（団体傷害保険制度〈標準傷害保険〉）に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）に
ついてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。

→ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
→ ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項

ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもの
ではありません。詳細については、パンフレットや普通保険約款・特約をご参照ください。ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災
までお問い合わせください。

契約概要
注意喚起情報

� ご加入લにおけるご確認事項

（1）ஂ ମ契約の仕組み
この保険契約は、年金友の会もしくは金融機関を保険契約者、年金
友の会会һもしくは年金受給者の方を保険の補償を受けられる方

（以Լ「被保険者」といいます。）とする団体契約です。
被保険者がෛ୲される保険料につきましては、ご契約者が各被保
険者からのごෛ୲額をとりまとめ、ご契約者から一ׅしてお支払い
いただくことになります。

（5）ิ ঈ重ෳにؔ͢るご注意
Լදの特約等のご加入にあたっては、補償内容が同༷のご契約（傷
害保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含

（�）保険金ֹのઃ定等
①保険金額の設定にあたっては、次のB.～D.にご注意ください。

Bɽお客さまが実際に契約する保険金額については、パンフレット
　ページでご確認ください。

Cɽ各保険金額は、引受けの限度額があります。被保険者の年齢・
年収などにরらして適正な額となるように設定してください。

ɽ̲保険金額は、高額療ཆඅ制度等の公的保険制度を౿まえて
設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融
庁のホームページ（https://www.GsB.Ho.jp/orEJnBrZ/
JnsVrBnDF�portBM.htNM）等をご確認ください。

②被保険者の年齢によって、ご加入をおஅりさせていただく場合や
保険金額などの補償範囲を制限させていただく場合があります。

③シχΞサϙーターのご加入は、お一人༷一口のみが限度となります。

についてはパンフレット　ページԼ部「かつ偶વな外དྷの事故ܹٸ」※
の※をご確認ください。

�

（2）の仕組み
この保険は次のような場合に保険金をお支払いします。

（3）ඃ保険者のൣғ
被保険者の範囲はパンフレット　ページ（※1）の記載でご確認くだ
さい。

●急激かつ偶然な外来の事故※により、被保険者がケガをされ
たとき（傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害一時金
支払特約）
●被保険者が急激かつ偶然な外来の事故※によりケガをされ、
後遺障害が生じ所定の介護が必要な状態となったとき（傷害
介護保険金支払特約）
●人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為や
ひき逃げにより被保険者が死傷されたとき（被害事故補償
特約）
●被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガ
をさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責
任を負担されたとき（個人賠償責任補償特約）

●被保険者または被保険者を親権者とする未婚のお子さまが
当事者となる、保険期間中に原因事実が発生した次の①～③
のいずれかに該当する紛争について、保険期間中に弁護士
に相談または委任をする場合に、その費用を負担されたとき
①被害事故　②人格権侵害　③借地・借家

ʻαϙーτίーεのみʼ

契約概要

契約概要

契約概要 注意喚起情報（4）جຊͱͳるิঈ༰
ᶃ保険ۚを͓ࢧい͢Δ߹

パンフレット　～　ページh 補償の概要 のɦ「保険金をお支払い
する場合」をご確認ください。

ᶄ保険ۚを͓ࢧいͰ͖ͳいओͳ߹
パンフレット　～　ページh 補償の概要 のɦ「保険金をお支払い
できないओな場合」をご確認ください。

�

�

�

�

（注）1保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときや、家族
状況の変Խ（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対
象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。
ご注意ください。

＜補償が重複する可能性のある主な特約（補償）＞
今回ご加入いただく補償 補償の重複が生じる他の補償の例

ഛঈิঈ ී௨ই害保険
ഛঈิঈಛ
Ոই害保険
ඃ害ิނࣄঈಛඃ害ิނࣄঈ

ห࢜ޢ૬ஊɾҕඅ༻ิঈ ී௨ই害保険
ห࢜ޢඅ༻ิঈಛ

契約概要

（7）保険期͓ؒよͼิঈの։࢝・ऴྃ時期
①保険期間（保険のご契約期間）は、各年金友の会もしくは金融機

関で設定する保険始期日から1年間となります。
Bɽ被保険者に対する保険は、৽規加入の場合は各年金友

の会もしくは金融機関が設定する保険始期日のޕ前̌時に開
始し、̍ 年後の保険終期日のޕ後̐時に終了します。

Cɽ中途加入の場合は、中途加入時に各年金友の会もしくは金融
機関が設定する補償開始日（通ৗ中途加入を受け付けた月の
３か月後の 日̍）のޕ前̌時に開始し、保険終期日のޕ後̐時
に終了します。

Dɽ継続加入の場合は、各年金友の会もしくは金融機関が設定す
る保険始期日のޕ後̐時に開始し、̍ 年後の保険終期日のޕ
後̐時に終了します。

注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報
�

1

※共栄火災のࠓ後の傷害保険金のお支払状況等によって、加入できる
上限年齢の引上げまたは引Լげをさせていただく場合があります。

みます。）が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が
重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険から
でも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払わ
れない場合があります。補償内容のࠩ異や保険金額をご確認いた
だき、特約等の要൱をご判அいただいたうえで、ご加入ください。（注）
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（※2）「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は含みません。
（※3）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガまたは損害賠償責任は補償の対象となります。
（※4）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
（※5）「被保険者を親権者とする未婚のお子さま」とは、被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚のお子さまをいいます。ただし、被保険者との続柄は、原因事実発生時におけ

るものをいいます。
（※6）「人格権侵害に関する紛争」については、原因事実が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までに発生した場合、保険金をお支払いでき

ません。
（※7）日本の国内法に基づき解決する紛争に関するものに限ります。
（※8）「保険金請求権者」とは、紛争の当事者である被保険者をいいます。なお、「被害事故に関する紛争」または「人格権侵害に関する紛争」における原因事実によって被保

険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士相談または弁護士への委任を行う者を含みます。
（※9）「諸経費」とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代等の発送費用、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費

用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。
（※10） お支払いする弁護士委任費用保険金の額  ＝  弁護士委任費用の額  ×（ 100% － 自己負担割合10％ ）となります。

（※1）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他のご家族＊2

ԼهҎ֎
3＊ۚݥਓഛঈอݸ

○
○

－
○

－
○

＊１加入者証記載の被保険者の方をいいます。
＊２ご本人またはその配偶者の「同居の親族および別居の未婚の子」をいいます。
＊３被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も

被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
（注1）「親族」とは、ご本人または配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
（注2）「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。また、保険金支払の原因となった事故発生時において、実際に同居していることが基準となります。

・同一敷地内の別棟（台所など通常の生活用設備を備えている場合を除きます。）に住んでいる場合
・病院に一時的に入院されている場合　　など

同居となる場合の例

・単身赴任、海外赴任している場合
・介護施設に永続的に入院されている場合　　など

同居とならない場合の例

ิঈͷ֓ཁ��

被保険者（※1）または被保険者を親権者と
する未婚のお子さま（※5）が当事者となる、
保険期間中に原因事実（※6）が発生した次
の①～③のいずれかに該当する紛争（※7）
について、保険期間中に弁護士に相談また
は委任する場合に、その費用を負担するこ
とによって被る損害に対し、保険金請求権者
（※8）に保険金をお支払いします。
①被害事故（＊1）に関する紛争
②人格権侵害に関する紛争（＊2）
③借地または借家に関する紛争

（ の౪難または詐取等にあったことࡒ（ˎ1
による被害事故の場合、ܯへの届出
を行ったものに限ります。

（ ֶ、等の公的機関ܯ（ˎ2 もしくは企業ߍ
等の相談૭口等への届出の事実を客
。的に証明できる紛争に限ります؍

�ͭͷห࢜ޢ૬ஊʹ͖ͭɺห࢜ޢ૬ஊඅ༻ͷֹΛɺ
ห࢜ޢ૬ஊඅ༻อۚݥͱ͠ ͍͠ま͢ɻまͨɺࢧ͓ͯ
�ͭͷห࢜ޢͷҕʹ͖ͭɺॴఆͷࢉग़ํ๏ʹΑ
Γࢉग़͠ ͨห࢜ޢҕඅ༻ʢணखۚɺใुۚɺखྉɺ
ௐఀͷखଓ͖ʹཁ͢Δඅ༻͓Αͼॾܦඅ（※9）ͷ
ଞɺࡋॴまͨ͋ͬͤΜɾؔػࡋʹରͯ͠ཁͨ͠
අ༻ʣͷֹ͔Βɺࣗ ͷ�0ˋʹ૬ܭ߹ෛ୲ʢඅ༻ͷݾ
͢ΔֹʣΛࠩ͠Ҿ͍ͨ （ֹ※10）Λɺห࢜ޢҕඅ
༻อۚݥͱ͠ ͍͠ま͢ɻࢧ͓ͯ
（注1）保険期間を通じ、弁護士相談費用保険金額および

弁護士委任費用保険金額をもって限度とします。
（注2）弁護士に相談または委任をされる場合は、事前

に共栄火災に書面にて通知し、承認を得る必
要があります。なお、お支払いする弁護士相談
費用または弁護士委任費用は、事前に共栄火
災が同意した額が限度となります。

（注3）同一の紛争に起因して行われた一連の弁護士
相談または弁護士への委任は、弁護士相談も
しくは弁護士への委任の回数または当事者の
人数等にかかわらず、それぞれ１つの弁護士相
談または弁護士への委任とみなし、保険金が
支払われる最初の弁護士相談または弁護士へ
の委任が行われた時に、一連の弁護士相談ま
たは弁護士への委任が行われたこととします。

（注4）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支
払責任額の合計額が損害額を超えるときは、
次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金とし
てお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われていない場合
○この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われた場合
○次の算式によって算出した額。ただし、この
保険契約の支払責任額を限度とします。

●ご加入者、被保険者または被保険者を親権者と
する未婚のお子さま（※5）の故意、重大な過失
または契約違反による紛争
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる紛争
（ただし、自殺行為については、保険金の支払対
象となる紛争の原因事実によって自殺し、かつ、
支払条件を満たすことが明らかな場合は補償の
対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による紛争
●財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性
質によるさび、かび、変色、ひび割れ、虫食い等
による紛争（ただし、これにより身体の障害また
は他の財物の損壊が発生している場合は補償
の対象となります。）
●職務遂行に関する紛争
●職務のために使用される動産または不動産の所
有、使用または管理に関する紛争

●被保険者または被保険者を親権者とする未婚の
お子さま（※5）とその親族間で発生した紛争
●以下の事由に該当する「被害事故に関する紛争」
・医師などによる診療、診察、検査、診断、治療、
看護または疾病の予防
・あんま、マッサージ、指圧、鍼（はり）、灸（きゅ
う）、柔道整復その他これらに類似のもの
・法令により医師などに限り認められている医薬
品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこ
れらの指示
・身体の美容または整形
●以下の事由に該当する「被害事故に関する紛
争」または「人格権侵害に関する紛争」
・環境汚染
・騒音、振動、悪臭、日照不足など
・電磁波障害

など
●自動車または原動機付自転車の所有、使用または
管理に起因して発生した「被害事故に関する紛争」
●債務整理に関する紛争および金銭消費貸借契約に
関する紛争（ただし、詐取による「被害事故に関する
紛争」に該当する場合は補償の対象となります。）

●保険契約または共済契約に関する紛争
など

保険金
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保険金
の額

損害
の額（＊）

他の保険契約等から
支払われた保険金ま
たは共済金の合計額

＝ -
（ˎ）損害の額は、それͧれの保険契約また

は共ࡁ契約に自ݾෛ୲割合および໔
金額の適用がある場合は、そのうち
ෛ୲割合および໔金ݾもい自࠷
額を適用した額とします。

ॏཁ߲ࣄઆ໌ॻʢγχΞαϙーターʦ団ମই害保険੍ʪඪ४ই害保険ʫʧʣ
ご加入いただくお客さまへ

●この書面では、シニアサポーター（団体傷害保険制度〈標準傷害保険〉）に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）に
ついてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。

→ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
→ ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項

ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもの
ではありません。詳細については、パンフレットや普通保険約款・特約をご参照ください。ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災
までお問い合わせください。

契約概要
注意喚起情報

� ご加入લにおけるご確認事項

（1）ஂ ମ契約の仕組み
この保険契約は、年金友の会もしくは金融機関を保険契約者、年金
友の会会һもしくは年金受給者の方を保険の補償を受けられる方

（以Լ「被保険者」といいます。）とする団体契約です。
被保険者がෛ୲される保険料につきましては、ご契約者が各被保
険者からのごෛ୲額をとりまとめ、ご契約者から一ׅしてお支払い
いただくことになります。

（5）ิ ঈ重ෳにؔ͢るご注意
Լදの特約等のご加入にあたっては、補償内容が同༷のご契約（傷
害保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含

（�）保険金ֹのઃ定等
①保険金額の設定にあたっては、次のB.～D.にご注意ください。

Bɽお客さまが実際に契約する保険金額については、パンフレット
　ページでご確認ください。

Cɽ各保険金額は、引受けの限度額があります。被保険者の年齢・
年収などにরらして適正な額となるように設定してください。

ɽ̲保険金額は、高額療ཆඅ制度等の公的保険制度を౿まえて
設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融
庁のホームページ（https://www.GsB.Ho.jp/orEJnBrZ/
JnsVrBnDF�portBM.htNM）等をご確認ください。

②被保険者の年齢によって、ご加入をおஅりさせていただく場合や
保険金額などの補償範囲を制限させていただく場合があります。

③シχΞサϙーターのご加入は、お一人༷一口のみが限度となります。

についてはパンフレット　ページԼ部「かつ偶વな外དྷの事故ܹٸ」※
の※をご確認ください。

�

（2）の仕組み
この保険は次のような場合に保険金をお支払いします。

（3）ඃ保険者のൣғ
被保険者の範囲はパンフレット　ページ（※1）の記載でご確認くだ
さい。

●急激かつ偶然な外来の事故※により、被保険者がケガをされ
たとき（傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害一時金
支払特約）
●被保険者が急激かつ偶然な外来の事故※によりケガをされ、
後遺障害が生じ所定の介護が必要な状態となったとき（傷害
介護保険金支払特約）
●人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為や
ひき逃げにより被保険者が死傷されたとき（被害事故補償
特約）
●被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガ
をさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責
任を負担されたとき（個人賠償責任補償特約）

●被保険者または被保険者を親権者とする未婚のお子さまが
当事者となる、保険期間中に原因事実が発生した次の①～③
のいずれかに該当する紛争について、保険期間中に弁護士
に相談または委任をする場合に、その費用を負担されたとき
①被害事故　②人格権侵害　③借地・借家

ʻαϙーτίーεのみʼ

契約概要

契約概要

契約概要 注意喚起情報（4）جຊͱͳるิঈ༰
ᶃ保険ۚを͓ࢧい͢Δ߹

パンフレット　～　ページh 補償の概要 のɦ「保険金をお支払い
する場合」をご確認ください。

ᶄ保険ۚを͓ࢧいͰ͖ͳいओͳ߹
パンフレット　～　ページh 補償の概要 のɦ「保険金をお支払い
できないओな場合」をご確認ください。

�

�

�

�

（注）1保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときや、家族
状況の変Խ（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対
象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。
ご注意ください。

＜補償が重複する可能性のある主な特約（補償）＞
今回ご加入いただく補償 補償の重複が生じる他の補償の例

ഛঈิঈ ී௨ই害保険
ഛঈิঈಛ
Ոই害保険
ඃ害ิނࣄঈಛඃ害ิނࣄঈ

ห࢜ޢ૬ஊɾҕඅ༻ิঈ ී௨ই害保険
ห࢜ޢඅ༻ิঈಛ

契約概要

（7）保険期͓ؒよͼิঈの։࢝・ऴྃ時期
①保険期間（保険のご契約期間）は、各年金友の会もしくは金融機

関で設定する保険始期日から1年間となります。
Bɽ被保険者に対する保険は、৽規加入の場合は各年金友

の会もしくは金融機関が設定する保険始期日のޕ前̌時に開
始し、̍ 年後の保険終期日のޕ後̐時に終了します。

Cɽ中途加入の場合は、中途加入時に各年金友の会もしくは金融
機関が設定する補償開始日（通ৗ中途加入を受け付けた月の
３か月後の 日̍）のޕ前̌時に開始し、保険終期日のޕ後̐時
に終了します。

Dɽ継続加入の場合は、各年金友の会もしくは金融機関が設定す
る保険始期日のޕ後̐時に開始し、̍ 年後の保険終期日のޕ
後̐時に終了します。

注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報
�

1

※共栄火災のࠓ後の傷害保険金のお支払状況等によって、加入できる
上限年齢の引上げまたは引Լげをさせていただく場合があります。

みます。）が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が
重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険から
でも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払わ
れない場合があります。補償内容のࠩ異や保険金額をご確認いた
だき、特約等の要൱をご判அいただいたうえで、ご加入ください。（注）
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（8）保険料の決定の仕組み
保険料は、ご加入コースに応じて設定しております。中途で加入さ
れる方は、補償開始日から年金友の会もしくは金融機関が設定する
保険終期日までの保険期間月数で月割りした保険料となります。
実際にご加入いただくにあたってのお客さまの保険料はパンフレッ
ト　ページで必ずご確認ください。

（9）保険料の払込方法等
保険料の払込方法は、一時払で、各金融機関に開設していただい
ている年金受給口座から補償開始日の前月の所定の期日に引き落
としを行います。このとき保険料の引き落としができない場合は、補
償開始日までに直接指定の口座へ振り込みいただかなくてはなりま
せん。補償開始日までに保険料のご入金がない場合は、保険料のお
支払い前に生じた事故については保険金をお支払いできませんの
でご注意ください。
領収証の発行はいたしませんので、通帳をご記帳いただきご確認く
ださい。

（10）満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

2 ご加入時におけるご確認事項

（1）告知義務
（加入依頼書の記載上の注意事項）
告知義務とは、ご加入時に告知事項について事実を正確に知らせ
る義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として
共栄火災が告知を求めるもので、加入依頼書において★印がつい
ている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または
事実を記載しなかった場合には、保険を解除し、保険金をお支払い
できないことがあります。告知事項の記載内容に誤りがないよう十
分ご注意ください。
■告知事項

○被保険者の職業・職種
○同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報

（2）クーリングオフ
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）
を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする保
険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入内容を十分にご
確認ください。

3 ご加入後におけるご確認事項

（1）脱退時の返れい金
団体契約から脱退する場合、保険は終了となります。パンフレット等
記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
■ご注意いただく事項

○団体契約からの脱退に際しては、加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を返れい金として返還します。

○始期日から脱退日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料
の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。

脱退のお申し出につきましては、保険終期日の3か月前までに送付
される「継続のご案内」に記載の連絡先（コールセンター）へお電話
いただくことでお手続き可能です。 ※通話料は無料です。

4 その他ご留意いただきたいこと

（1）保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組
みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入して
います。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、
引受保険会社が破綻した場合でも保険金、返れい金等は80%（破
綻保険会社の支払停止から３か月間が経過するまでに発生した保
険事故に係る保険金については100%）まで補償されます。　　　
このほか、ご契約の移転等の際にご契約の条件の算定基礎となる
基礎率が変更されるなど、補償割合が変更される場合があります。

（2）その他
ご加入後に加入者証をご加入者へお届けしますので大切に保管し
てください。
ご加入の住所などを変更される場合には、取扱代理店または共栄
火災までご通知いただきますようお願い申し上げます。ご通知いた
だかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
本団体傷害保険制度は自動継続となっておりますので、補償終了日
の2か月前までに脱退のお申し出がない限り、ご契約は自動的に継
続され、保険料が引き落としされます。

注意喚起情報

契約概要

契約概要 注意喚起情報

契約概要

注意喚起情報

（3）死亡保険金受取人
傷害死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報（2）個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審
査および履行のために利用するほか、共栄火災および共栄火災の
グループ会社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案
内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用

（3）重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いで
きないことがあります。
①保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または

生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた

こと
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過

大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
あること

⑤上記のほか、①～④と同程度に共栄火災の信頼を損ない、保険契
約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと

（4）ご加入の継続について
保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、継続して
ご加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあり
ます。

（5）事故が起こった場合
〈1〉事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄

火災にご連絡ください。
〈2〉損害賠償金の全部または一部を承認しようとされるときは、あら

かじめ共栄火災にご相談ください。あらかじめご相談いただけ
ない場合には、保険金をお支払いできないことがありますので
ご注意ください。

〈3〉賠償事故の解決のために共栄火災がお手伝いする内容
○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提

起された場合を除きます。）の場合、示談交渉の進め方やそ
の内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお
手伝いをします。

○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提
起された場合を除きます。）の場合、被保険者と被害者の同
意があるときは、被保険者のために示談交渉を行います。た
だし、被保険者が正当な理由なく共栄火災への協力を拒まれ
た場合には、示談交渉を行いません。

〈4〉事故が発生した場合は、保険金の請求書、ケガ・損害の程度を
証明する書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳し
い事故の原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約
の有効性等の確認のために必要な書類をご提出いただくこと
があります。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時
にご案内いたします。

〈5〉保険金請求権については、時効（3年）がありますのでご注意く
ださい。

指定紛争解決機関

詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ
（https://www.kyoeikasai.co.jp/）をご覧ください。

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基
本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない
場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、
解決の申し立てを行うことができます。

お申込みいただいた後には・・・

▶ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください。 《代理請求制度について》
この保険では、被保険者（保険の補償を受けられる方）が高度障害
状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者
に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被
保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共
栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の
代理請求人として保険金を請求することができます。

この保険は脱退のお申し出がない限り、毎年、自動的に継続されま
すので、万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入してい
ること、および加入している保険の概要（保険会社名、お支払いす
る保険金の種類など）をお伝えいただきますようお願いいたします。

注意喚起情報

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル
通話料有料

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧
ください。（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022-808［受付時間］平日9：15～17：00

1

②保険終期日以降は、特段の申し出がない場合は、満89歳まで保険
期間（保険のご契約期間）を1年間として毎年自動的に継続します。

（保険終期日時点で満90歳を迎えた場合、自動継続しません。）
詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。 
なお、自動継続される年齢はご加入いただいた金融機関により異
なる（早めに自動継続が終了する）場合がありますのでご了承くだ
さい。

したり、提携先企業の商品・各種サービスのご案内のために利用す
ることがあります（商品やサービスには変更や追加が生じることが
あります。）。ただし、保険医療等の特別な非公開情報（センシティブ
情報）の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営
の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な
範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について

共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契
約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団
法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社
等の間で、登録または交換を実施することがあります。

●再保険について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の
締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のため
に、再保険引受会社に提供することがあります。
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（8）保険料の決定の仕組み
保険料は、ご加入コースに応じて設定しております。中途で加入さ
れる方は、補償開始日から年金友の会もしくは金融機関が設定する
保険終期日までの保険期間月数で月割りした保険料となります。
実際にご加入いただくにあたってのお客さまの保険料はパンフレッ
ト　ページで必ずご確認ください。

（9）保険料の払込方法等
保険料の払込方法は、一時払で、各金融機関に開設していただい
ている年金受給口座から補償開始日の前月の所定の期日に引き落
としを行います。このとき保険料の引き落としができない場合は、補
償開始日までに直接指定の口座へ振り込みいただかなくてはなりま
せん。補償開始日までに保険料のご入金がない場合は、保険料のお
支払い前に生じた事故については保険金をお支払いできませんの
でご注意ください。
領収証の発行はいたしませんので、通帳をご記帳いただきご確認く
ださい。

（10）満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

2 ご加入時におけるご確認事項

（1）告知義務
（加入依頼書の記載上の注意事項）
告知義務とは、ご加入時に告知事項について事実を正確に知らせ
る義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として
共栄火災が告知を求めるもので、加入依頼書において★印がつい
ている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または
事実を記載しなかった場合には、保険を解除し、保険金をお支払い
できないことがあります。告知事項の記載内容に誤りがないよう十
分ご注意ください。
■告知事項

○被保険者の職業・職種
○同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報

（2）クーリングオフ
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）
を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする保
険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入内容を十分にご
確認ください。

3 ご加入後におけるご確認事項

（1）脱退時の返れい金
団体契約から脱退する場合、保険は終了となります。パンフレット等
記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
■ご注意いただく事項

○団体契約からの脱退に際しては、加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を返れい金として返還します。

○始期日から脱退日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料
の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。

脱退のお申し出につきましては、保険終期日の3か月前までに送付
される「継続のご案内」に記載の連絡先（コールセンター）へお電話
いただくことでお手続き可能です。 ※通話料は無料です。

4 その他ご留意いただきたいこと

（1）保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組
みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入して
います。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、
引受保険会社が破綻した場合でも保険金、返れい金等は80%（破
綻保険会社の支払停止から３か月間が経過するまでに発生した保
険事故に係る保険金については100%）まで補償されます。　　　
このほか、ご契約の移転等の際にご契約の条件の算定基礎となる
基礎率が変更されるなど、補償割合が変更される場合があります。

（2）その他
ご加入後に加入者証をご加入者へお届けしますので大切に保管し
てください。
ご加入の住所などを変更される場合には、取扱代理店または共栄
火災までご通知いただきますようお願い申し上げます。ご通知いた
だかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
本団体傷害保険制度は自動継続となっておりますので、補償終了日
の2か月前までに脱退のお申し出がない限り、ご契約は自動的に継
続され、保険料が引き落としされます。

注意喚起情報

契約概要

契約概要 注意喚起情報

契約概要

注意喚起情報

（3）死亡保険金受取人
傷害死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報（2）個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審
査および履行のために利用するほか、共栄火災および共栄火災の
グループ会社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案
内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用

（3）重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いで
きないことがあります。
①保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または

生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた

こと
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過

大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
あること

⑤上記のほか、①～④と同程度に共栄火災の信頼を損ない、保険契
約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと

（4）ご加入の継続について
保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、継続して
ご加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあり
ます。

（5）事故が起こった場合
〈1〉事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄

火災にご連絡ください。
〈2〉損害賠償金の全部または一部を承認しようとされるときは、あら

かじめ共栄火災にご相談ください。あらかじめご相談いただけ
ない場合には、保険金をお支払いできないことがありますので
ご注意ください。

〈3〉賠償事故の解決のために共栄火災がお手伝いする内容
○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提

起された場合を除きます。）の場合、示談交渉の進め方やそ
の内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお
手伝いをします。

○日本国内における賠償事故（日本国外の裁判所に訴訟が提
起された場合を除きます。）の場合、被保険者と被害者の同
意があるときは、被保険者のために示談交渉を行います。た
だし、被保険者が正当な理由なく共栄火災への協力を拒まれ
た場合には、示談交渉を行いません。

〈4〉事故が発生した場合は、保険金の請求書、ケガ・損害の程度を
証明する書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳し
い事故の原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約
の有効性等の確認のために必要な書類をご提出いただくこと
があります。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時
にご案内いたします。

〈5〉保険金請求権については、時効（3年）がありますのでご注意く
ださい。

指定紛争解決機関

詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ
（https://www.kyoeikasai.co.jp/）をご覧ください。

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基
本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない
場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、
解決の申し立てを行うことができます。

お申込みいただいた後には・・・

▶ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください。 《代理請求制度について》
この保険では、被保険者（保険の補償を受けられる方）が高度障害
状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者
に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被
保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共
栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の
代理請求人として保険金を請求することができます。

この保険は脱退のお申し出がない限り、毎年、自動的に継続されま
すので、万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入してい
ること、および加入している保険の概要（保険会社名、お支払いす
る保険金の種類など）をお伝えいただきますようお願いいたします。

注意喚起情報

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル
通話料有料

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧
ください。（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022-808［受付時間］平日9：15～17：00

1

②保険終期日以降は、特段の申し出がない場合は、満89歳まで保険
期間（保険のご契約期間）を1年間として毎年自動的に継続します。

（保険終期日時点で満90歳を迎えた場合、自動継続しません。）
詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。 
なお、自動継続される年齢はご加入いただいた金融機関により異
なる（早めに自動継続が終了する）場合がありますのでご了承くだ
さい。

したり、提携先企業の商品・各種サービスのご案内のために利用す
ることがあります（商品やサービスには変更や追加が生じることが
あります。）。ただし、保険医療等の特別な非公開情報（センシティブ
情報）の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営
の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な
範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について

共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契
約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団
法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社
等の間で、登録または交換を実施することがあります。

●再保険について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の
締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のため
に、再保険引受会社に提供することがあります。



1.当商品の引受保険会社は〈共栄火災海上保険株式会社〉です。 2.当商品は、預金保険制度の対象ではありません。 3.当商品は、預金と異なり元本の保証はありません。
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